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第１０章 雑則（第２３条） 

附則 

地方自治体が自らの意思と責任において、組織と運営にかかわる様々なことを決定

し、実行する時代を迎えています。 

さらに、市民のニーズは、ますます多様化し、複雑化しており、富士見市議会が担

う役割と責任はこれまで以上に大きくなっています。 

議会の議員も市長も直接選挙で選ばれる二元代表制の下、富士見市議会は、日本国

憲法及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）の趣旨に基づ

き、富士見市自治基本条例（平成１６年条例第９号）第８条に規定された「市議会の

責務」を忠実に履行し、合議制による最高意思決定機関として、市民の意思が市政に

反映されるよう努めます。 

また、自由かっ達な議論を通じて、市政の論点を明らかにし、市政運営が適正に行

われるよう調査と監視機能を果たしていくとともに、たゆまぬ自己研さんを重ねるこ

とにより、政策立案能力を高めていきます。 

併せて、徹底した情報公開により、公平性と透明性を維持し議論を進め、市民に

とって、何が最善かの観点から結論を導き説明責任を十分に果たしていくとともに市

民の議会への参加を促す創意と工夫に努めます。 



 以上、富士見市議会は、市民の負託に全力で応えていくことを誓い、ここに富士見

市議会基本条例を制定します。 

【解説】 

前文では、地方分権の時代を迎え、なぜ、この条例が必要なのかをうたい、合わせ

てこれからの時代にふさわしい議会及び議員の基本理念、果たすべき役割を定めてい

ます。この条例が制定されることにより、これまで以上に活発で、市民に開かれた議

会となることが期待されます。 

 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、二元代表制の一翼を担う議会の役割を明らかにし、議会に関す

る基本的事項及び議会の活性化に関する事項を定めることにより、市民の負託に的

確に応える議会運営を図り、もって市民福祉の向上と持続的な市勢の伸展に寄与す

ることを目的とする。 

【解説】 

本条は、議会及び議員の活動が市の発展に貢献していくことを目的に、議会及び議

員並びに議会の活性化に関する基本的な事項を定めています。 

 

 （市民の定義） 

第２条 この条例において「市民」とは、市内に在住、在勤又は在学する個人及び市

内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。 

【解説】 

この条例の「市民」とは、富士見市に住所を有する者に加えて、在勤者、在学者、

企業やＮＰＯ法人など市内で事業を営む法人、町会やボランティア団体など市内で活

動する団体も含めます。 

 

第２章 議会及び議員の活動原則 

 （議会の活動原則） 

第３条 議会は、次に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。 

 (1) 公平性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。 



 (2) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるための議会運営に努め

ること。 

 (3) 適正な市政運営が行われているかを監視し、評価をすること。 

 (4) 自由かっ達な議論を行い、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにする

よう努めること。 

 (5) 市民にとってわかりやすい議会運営を行うよう努めること。 

【解説】 

議会は、市民に開かれた、わかりやすい議会運営を心がけます。自由かっ達な議論

のもと、市民の様々な意見を市政に反映させると共に、市政が適切に運営されている

かチェックすることを定めています。 

 

 （議員の活動原則） 

第４条 議員は、次に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。 

 (1) 市政の課題について、市民の意見を的確に把握するとともに、自らの資質の

向上に努めること。 

 (2) 個別事案の解決だけでなく、市民全体の福祉の向上を目指すこと。 

 (3) 議会活動を最優先するよう努めること。 

【解説】 

議員は、市民の声を大切にし、市民の意見を的確に把握すること、また議員自身の

資質向上の為、不断の努力をしていきます。 

議員は、それぞれの地域の問題解決はもちろんのこと、常に大きな視点に立って、

市民全体の利益を考えて行動し、議会活動に精進していきます。 

 

 （会派） 

第５条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。 

２ 会派は、政治上の主義、理念、政策等を共有する議員で構成し、活動する。 

３ 議長は、必要があると認めるときは、会派の代表者の会議を開催する。 

【解説】 

市議会では、会派という同一の考えを持ったグループを結成し活動することができ

ること、また、会派間の意見調整を行うための会派代表者会議について定めています。 



 

第３章 市民と議会の関係 

（市民との情報共有） 

第６条 議会は、本会議のほか、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会（以下

「委員会」という。）の会議を原則公開する。 

２ 議会は、市民に対しその有する情報を積極的に提供し、情報の共有を推進すると

ともに、説明責任を果たすものとする。 

【解説】 

市民に広く会議を公開し、市民の意思が議会に反映しているか、また公平公正な議

会運営がなされているかを監視してもらうものです。原則公開としているのは、地方

自治法に「秘密会」という規定があり、第三者の利益や名誉を害し、基本的人権の尊

重に抵触するおそれがあるときなど極めて限られたものについては、非公開とするこ

とになっているためです。 

また、市民に対し積極的に情報を提供し、市民と情報を共有できるようにするとと

もに、議会としての説明責任を果たすことを定めています。 

なお、議会をより多くの方に見てもらうために、１２月定例会から議会のインター

ネット中継を試行的に実施します。 

 

 （議会報告会） 

第７条 議会は、市政の課題に柔軟に対処するため、市政全般にわたって、議員及び

市民が自由に情報及び意見を交換する議会報告会を年１回以上開催するものとする。 

【解説】 

議会は議会として決定したことに対する説明責任を果たし、市民の意思、意見を聴

取し交換する場としての議会報告会を少なくとも年１回以上開催することを定めてい

ます。なお、詳しい開催要領は、今後、先進事例を参考に決定します。 

 

第４章 議会と行政の関係 

 （議員と市長等執行機関の関係） 

第８条 議会審議における議員と市長等執行機関及びその補助職員（以下「市長等」

という。）とは、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めるものとする。 



 (1) 本会議における議員の質疑は、論点及び争点を明確にして行うものとする。 

 (2) 本会議又は委員会に出席した市長等は、議員から質問を受けたときは、その

論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対

し反問することができる。 

【解説】 

議会審議における議員と執行機関との議論の際のルールを定めています。特に議

員からの質問の趣旨が不明確な場合は、市長等の執行機関は質問者に対して反問で

きることを定めていますが、その反問は質問内容の確認に限られ、議長、委員長の

許可を必要とします。 

 

 （重要な政策等の説明） 

第９条 議会は、市が行う政策、施策、計画等（以下「政策等」という。）について、

議会が必要であると認めるものに関し当該政策等の水準を高めるとともに、議決責

任を担保するため、市長等に対し、次に掲げる事項について説明を求めることがで

きる。 

 (1) 政策等の策定に至った経緯及び理由 

 (2) 他の自治体の同一又は類似する政策等との比較検討 

 (3) 政策等の策定に至るまでの過程における市民との連携の内容 

 (4) 関係法令、基本構想及び基本構想に基づく基本計画との整合性 

 (5) 政策等の実施に要する経費（将来にわたる負担を含む。）及びその財源等 

【解説】 

議会は市が行う重要な政策等について、質の高い議論を行うため、市長に対しその

政策に関する５項目の情報の提出要求ができることを定めています。 

なお、この条文によって、従来より行われている会派、議員個人の資料要求等の調

査活動が制限されるものではありません。 

 

 （法第９６条第２項の議決事件） 

第１０条 法第９６条第２項の規定に基づく議会の議決事件は次に掲げるとおりとし、

市政全般にわたり重要な計画等について、議会と市長等は市民に対する責任を共に

担い、計画的かつ市民の視点に立った透明性の高い市政の運営に資するものとする。 



 (1) 富士見市における総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想の策定、

変更又は廃止 

(2) 基本計画（基本構想を実現するための基本的な計画で、市政全般にわたり総

合的かつ体系的に定めるものをいう。）の策定、変更又は廃止 

 (3) 富士見市都市計画マスタープランの策定、変更又は廃止 

 (4) 富士見市地域防災計画の策定、変更又は廃止 

【解説】 

地方自治法第９６条第１項では、議会で議決しなければならない事項を詳細に規定

し、同条第２項では、市の条例で定めることにより議決すべき事項を更に追加できる

ことが規定されています。このため、富士見市議会では、議会基本条例において、４

つの計画を議会で議決する事項として定めました。なお、第４号の富士見市地域防災

計画については、計画の性格上、適宜様々な変更が想定されることから、通常行われ

る軽微な変更ではなく、大幅な変更等を議決事件として想定しています。 

 

第５章 自由討議の拡大 

 （自由討議による合意形成） 

第１１条 議員は、議会の機能を発揮するため、積極的に議員相互間の自由討議を行

い、議論を尽くして合意形成に努めるものとする。 

２ 議員は、政策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行い、議員相互間の自由討

議を拡大するよう努めるものとする。 

【解説】 

これまでは議案に対し、議員同士で議論を戦わせる機会がほとんどありませんでし

た。よって議員は、議論を深めるために議員間の自由な討議を行うよう定めています。

自由討議は委員会における議案審議・請願陳情審査を想定しており、具体的な運用に

ついては別に定めます。 

 

第６章 政務活動費 

 （政務活動費） 

第１２条 会派の代表者は、富士見市議会政務活動費の交付に関する条例（平成２５

年条例第３号）第２条に規定する政務活動費の交付を受けたときは、会計帳簿、領



収書等を整理し、その使途の透明性を確保するものとする。 

２ 会派の代表者は、政務活動費の収支報告書について自ら説明責任を果たすものと

する。 

【解説】 

会派は、政策を実現するために調査活動を行うことが保障されていますが、その為

の政務活動費は透明性の確保が義務付けられており、会派の代表者は自ら説明責任を

果たすことが求められています。なお、富士見市議会では現状において、別に定めた

条例がある為、この条文に示されたルールを既に実践しております。 

 

第７章 議会及び議会事務局の体制整備 

 （調査制度の活用） 

第１３条 議会は、議案の審議に当たっては、法の規定による専門的事項に係る調査

制度、公聴会制度及び参考人制度を活用し、議会の討議に反映させるよう努めるも

のとする。 

【解説】 

議会は、討議を深めるための手段として、専門家への調査依頼、学識経験者や市民

から意見を聴く公聴会制度や参考人制度を活用していくことを定めています。 

 

 （議員研修の充実強化） 

第１４条 議会は、議員の政策の立案及び形成の能力を高めるため、議員の研修の充

実及び強化に努めるものとする。 

【解説】 

議会及び議員は、その資質向上の為、研修をしっかり行うことを定めています。 

 

 （議員図書室の充実） 

第１５条 議会は、議員の調査研究に資するため、議員図書室の充実に努めるものと

する。 

【解説】 

議会は議員の資質向上の為、図書室の充実に努めることを定めています。なお、富

士見市議会の現状は、部屋の広さ、資料の量等、更なる改善が必要と思われます。 



 

 （議会広報の充実） 

第１６条 議会は、様々な情報媒体を活用することにより、議会の活動について、市

民に対し、わかりやすく周知するよう努めなければならない。 

【解説】 

情報公開の観点からも、議会は議会だより、ホームページ等様々な手段を用い、議

会の活動についてわかりやすく広報することを定めています。 

 

 （議会事務局の充実） 

第１７条 議会は、議会の政策の立案及び形成の能力を向上させ、議会活動を円滑か

つ効率的に行うため、議会事務局の調査及び法務に係る機能の充実強化並びに組織

体制の整備を図るよう努めるものとする。 

【解説】 

議会のレベルアップ、スムーズな議会活動を行うため、そのスタッフとして議会事

務局の体制整備に努めることを定めています。議会の活性化を図るためには、法的知

識等を有する職員の配置が求められます。 

 

第８章 議員の政治倫理、身分及び待遇 

 （議員の政治倫理） 

第１８条 議員は、市民の負託に応えるため、高い倫理的義務が課せられていること

を自覚し、市民の代表として良心と責任感を持って、議員の品位を保持し、識見を

養うよう努めなければならない。 

【解説】 

議員は、市民全体の代表者であることから、その高い倫理性が要求されていること

を示しています。この条例とは別に、政治倫理条例の制定も課題の一つです。 

 

 （議員定数） 

第１９条 議員の定数は、富士見市議会議員定数条例（平成１４年条例第２１号。以

下「議員定数条例」という。）に定めるところによる。 

２ 議員は、議員定数条例の改正議案を提出しようとするときは、議員定数の基準等



明確な改正理由を付して提出するものとする。 

３ 前項の議案の提出があったときは、市民等の意見を聴取するため、公聴会制度、

参考人制度等を十分に活用するものとする。 

【解説】 

議員定数については、別に「富士見市議会議員定数条例」で定めていますが、議員

が定数を改正する条例を提出した際は、市民の意見を積極的に伺ってまいります。 

 

 （議員報酬） 

第２０条 議員の議員報酬は、富士見市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例（昭和４４年条例第１６号。以下「議員報酬等条例」という。）に定めるとこ

ろによる。 

２ 議員は、議員報酬等条例の改正議案を提出しようとするときは、議員報酬の基準

等明確な改正理由を付して提出するものとする。 

３ 前項の議案の提出があったときは、市民等の意見を聴取するため、公聴会制度、

参考人制度等を十分に活用するものとする。 

【解説】 

議員報酬については、別に「富士見市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例」で定めていますが、議員が報酬等を改正する条例を提出した際は、市民の意見を

積極的に伺ってまいります。 

 

第９章 最高規範性と見直し手続 

 （最高規範性） 

第２１条 この条例は、議会における最高規範であって、この条例の趣旨に反する条

例、規則等を制定してはならない。 

２ 議会は、議員がこの条例の理念を共有するため、一般選挙を経た議員の任期が開

始したときは、速やかにこの条例の研修を行わなければならない。 

【解説】 

この議会基本条例は、議会においていわば憲法のような最高規範であって、この条

例に定められた趣旨と異なる条例や規則を制定できないことを定めています。 

また、一般選挙後には全議員が共通の認識を有するために、議会基本条例の研修を



行うことを定めています。 

 

 （見直し手続） 

第２２条 議会は、一般選挙を経た議員の任期が開始したとき、又は議会が必要と認

めたときは、速やかにこの条例の目的が達成されているかどうかを検証するものと

する。 

２ 議会は、前項の検証の結果、条例及び規則の改正等が必要と認められる場合は、

適切な措置を講ずるものとする。 

【解説】 

議会は常に議会運営について見直しを行い、この条例の規定について改正の必要が

あると認めるときは、その手続きを取ることを定めています。 

 

第１０章 雑則 

 （委任） 

第２３条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

【解説】 

この条例で定めるもののほか、議会報告会の実施方法、市長等執行機関の反問の

ルール、自由討議の方法等の詳細については、それぞれ別に定めるとういう委任規定

について定めています。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２４年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（平成２４年法律第７２号）附則第

１条ただし書きの政令で定める日から施行する。 

 


